
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定

　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
次
の
と
お
り
保
険

医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
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指
定
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行
っ
た
の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に

保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
の

規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

北
海
道
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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日

年
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在　
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指

定

年

月

日

琴
似
タ
ワ
︱
皮
膚
科
形
成
外
科

札
幌
市
西
区
琴
似
二
条
一
丁
目
一
番
二
〇
号
琴
似

タ
ワ
︱
プ
ラ
ザ
二
Ｆ

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

髙
木
内
科
医
院

札
幌
市
豊
平
区
平
岸
四
条
四
丁
目
六
︱
二
三

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

つ
か
は
ら
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
清
田
区
平
岡
一
条
五
丁
目
三
番
五
号

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

北
海
道
皮
膚
の
で
き
も
の
と
粉
瘤
ク
リ
ニ
ッ
ク
古
林

形
成
外
科
　
札
幌
院

札
幌
市
中
央
区
南
四
条
西
二
︱
一
一
︱
七
Ｔ
Ｏ
Ｍ

Ｏ
Ｒ
Ｕ
ビ
ル
四
階

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
社
団
圭
桃
会
　
北
海
道
お
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ

ッ
ク

札
幌
市
中
央
区
南
二
条
東
二
丁
目
一
六
番
地

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

Ａ
Ｎ
Ｄ
美
容
外
科
札
幌
院

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
二
丁
目
一
八
ｉ
ｋ
ｅ
ｕ

ｃ
ｈ
ｉ
　
ｇ
ａ
ｔ
ｅ
　
五
階

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

在
宅
支
援
診
療
所
　
そ
ば
に

札
幌
市
中
央
区
宮
の
森
四
条
三
丁
目
二
︱
一
四

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
孝
心
会
元
町
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
東
区
北
二
二
条
東
一
五
丁
目
四
番
一
六
号

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

七 
 
 
五 
 
 
 
一 
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あ
お
内
科
・
内
視
鏡
ク
リ
ニ
ッ
ク

札
幌
市
東
区
北
六
条
東
三
丁
目
一
番
地
一
ダ
・
ヴ

ィ
ン
チ
モ
︱
ル
二
階

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

も
と
え
べ
つ
皮
フ
科
ス
キ
ン
ケ
ア
ク
リ
ニ
ッ
ク

江
別
市
元
江
別
本
町
三
五
︱
二
〇

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

な
つ
い
胃
腸
内
科
・
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
樽
市
梅
ケ
枝
町
二
四
番
一
三
号

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

永
山
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

旭
川
市
永
山
三
条
四
丁
目
三
︱
一
六
然
館
二
Ｆ

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

駅
前
北
村
眼
科

旭
川
市
宮
下
通
七
丁
目
二
番
五
号
イ
オ
ン
モ
︱
ル

旭
川
駅
前
二
階

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

あ
さ
ひ
か
わ
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

旭
川
市
一
条
通
六
丁
目
七
八
番
地
一
ク
リ
ス
タ
ル

ビ
ル
五
階

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

寺
西
眼
科
医
院

旭
川
市
神
居
二
条
六
丁
目
二
番
一
四
号

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

シ
ロ
ア
ム
耳
鼻
咽
喉
科

釧
路
市
富
士
見
一
丁
目
四
番
一
号

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

み
な
ぎ
こ
こ
ろ
ク
リ
ニ
ッ
ク

留
萌
市
大
町
三
丁
目
一
六
番
地
一
〇

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

い
し
か
り
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
狩
市
花
川
南
二
条
三
丁
目
九
二
番
地

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日
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に
ひ
ら
歯
科
医
院

札
幌
市
白
石
区
本
通
一
一
丁
目
南
七
︱
五
セ
ル
シ

オ
一
一
　
一
Ｆ

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

医
療
法
人
萠
和
会
　
か
た
ぎ
り
歯
科

恵
庭
市
黄
金
南
六
丁
目
九
︱
七

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

Ｊ
．
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｄ
Ａ
　
Ｄ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｌ
　
Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｉ
Ｃ

室
蘭
市
中
島
町
一
丁
目
三
一
番
一
〇
号

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

正
木
歯
科
医
院

帯
広
市
東
四
条
南
二
〇
丁
目
六
︱
一
〇

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

レ
オ
ン
デ
ン
タ
ル
オ
フ
ィ
ス
帯
広
院

帯
広
市
西
一
九
条
南
三
丁
目
一
七
︱
一
〇

令
和
　
　
七
年
　
三
月
　
十
三
日

ア
ズ
リ
︱
フ
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

枝
幸
郡
浜
頓
別
町
北
三
条
四
丁
目
二
番
地

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日
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ア
イ
ン
薬
局
苗
穂
駅
前
店

札
幌
市
中
央
区
北
三
条
東
一
〇
丁
目
一
二
一
苗
穂

ヒ
ク
ラ
ス
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
三
Ｆ

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

グ
ラ
ン
ツ
薬
局
　
錦
町
店

千
歳
市
錦
町
一
丁
目
一
二
︱
四

令
和
　
　
七
年
　
四
月
　
　
一
日

ソ
ラ
リ
ス
薬
局
　
ト
ナ
リ
エ
北
広
島
店

北
広
島
市
栄
町
一
丁
目
五
二
番
ト
ナ
リ
エ
北
広
島

三
階

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

東
６
条
調
剤
薬
局

旭
川
市
東
六
条
六
丁
目
一
番
八
号

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

ひ
か
り
薬
局
富
士
見
店

釧
路
市
富
士
見
一
丁
目
四
︱
四

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日

中
村
薬
局

網
走
郡
美
幌
町
字
仲
町
二
丁
目
四
六
︱
六
一

令
和
　
　
七
年
　
五
月
　
　
一
日
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五 
 
 
 
一 
 


